
京都市告示第   号 

平成１９年２月２８日京都市告示第３８５号（建築基準法第４２条第１項第５号による

道路に設けるすみ切りに関する特例）の一部を次のように改めます。 

平成２５年３月２９日 

京都市長 門川 大作   

 

柱書き中「条例」の次に「（以下「条例」という。）」を加える。 

第２号の次に次の１号を加える。 

  条例第６条の規定により，建築基準法施行規則第９条の規定による申請の際現に 

 存在している道のうち，適用時（建築基準法の一部を改正する法律（平成１０年法律 

 第１００号）第２条の規定の施行の時をいう。）に現に建築物が立ち並んでいる幅員 

 １．８メートル以上の道について道路の位置の指定を受けようとする場合で，カーブ 

 ミラーの設置により，交通上及び安全上の配慮を行ったとき。 

  カーブミラーについては，形状は下図のとおりとし，寸法は図示の寸法以上とする。 

 

附  則 

 この告示は，平成２５年４月１日から施行する。 
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（都市計画局建築指導部建築指導課） 
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